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東
京
高
裁
平
成
一
七
年
一
月
一
八
日
判
決

金
融
・
商
事
判
例
一
二
〇
九
号
一
〇
頁

【
事
実
の
概
要
】

訴
外
Ａ
株
式
会
社
（
雪
印
食
品
株
式
会
社
）
は
、
食
肉
製
品
の
加
工
製
造
販
売
等
を
業
と
す
る
東
京
証
券
取
引
所
第
二
部
、
札
幌

証
券
取
引
所
に
株
式
を
上
場
し
て
い
た
株
式
会
社
で
あ
り
、
Ｙ１
株
式
会
社
（
雪
印
乳
業
株
式
会
社：

被
告
・
被
控
訴
人
）
は
、
Ａ
会

社
の
発
行
済
株
式
総
数
の
約
六
五
・
六
％
の
株
式
を
保
有
す
る
親
会
社
で
あ
っ
た
が
、
Ｙ１
株
式
会
社
が
製
造
販
売
し
た
乳
製
品
を
喫

食
し
た
消
費
者
に
食
中
毒
を
発
症
す
る
事
故
が
続
発
し
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
Ｙ１
会
社
お
よ
び
Ａ
会
社
が
そ
の
製
造
加
工
す
る
食
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製
品
に
付
け
て
い
た
共
通
ブ
ラ
ン
ド
の
社
会
的
信
用
が
低
下
し
、
そ
の
食
製
品
が
消
費
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
、
小
売
店
の
店
頭
か
ら
撤

去
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
そ
の
売
上
げ
が
大
幅
に
減
少
し
、
両
会
社
に
多
額
の
損
失
が
発
生
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
会
社
の
経
営
状

態
が
悪
化
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
会
社
は
、
牛
海
綿
状
脳
症
（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）
の
国
内
発
生
に
伴
う
牛
肉
販
売
不
振
対
策
と
し
て
立
て
ら
れ

た
救
済
買
上
制
度
を
悪
用
し
て
、
対
象
外
の
牛
肉
も
対
象
牛
肉
で
あ
る
と
偽
っ
て
売
却
す
る
と
い
う
牛
肉
偽
装
事
件
を
起
こ
し
た
。

こ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
に
発
覚
し
て
以
降
、
そ
の
販
売
す
る
食
製
品
の
売
上
げ
が
急
激
に
悪
化
し
、
株
価
も
急
激
に
値
下
が
り
し
た
上
、

事
業
再
建
も
見
込
め
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
会
社
は
解
散
し
て
清
算
会
社
と
な
り
、
そ
の
株
式
は
無
価
値
と
な
っ
た
。

Ａ
会
社
の
大
株
主
で
あ
り
、
昭
和
四
五
年
合
併
し
た
訴
外
Ｂ
株
式
会
社
（
ア
ン
デ
ス
ハ
ム
株
式
会
社
）
の
創
業
者
の
一
族
で
、
Ａ

会
社
の
解
散
当
時
そ
の
発
行
済
株
式
の
約
一
・
三
％
に
相
当
す
る
五
五
万
八
三
二
二
株
を
有
す
る
個
人
筆
頭
株
主
で
あ
っ
た
Ｘ
（
原

告
・
控
訴
人
）
は
、
①
Ｙ１
会
社
の
代
表
取
締
役
な
い
し
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ２
、
Ｙ３
、
Ｙ４
お
よ
び
Ｙ５
が
、
Ｙ１
会
社
が
製
造
販
売
す
る
食

製
品
の
絶
対
的
安
全
性
を
確
保
す
べ
き
注
意
義
務
を
怠
っ
て
食
中
毒
事
故
を
発
生
さ
せ
た
り
、
食
中
毒
事
故
の
被
害
拡
大
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
怠
っ
た
不
法
行
為
に
よ
り
、
共
通
ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
信
用
が
毀
損
さ
れ
、
経
営
危
機
に

追
い
込
ま
れ
た
Ａ
会
社
が
牛
肉
偽
装
事
件
を
発
生
さ
せ
、
解
散
に
至
っ
た
、
②
Ａ
会
社
の
代
表
取
締
役
な
い
し
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ５
、

Ｙ６
、
Ｙ７
ら
が
、
法
令
を
遵
守
し
て
経
営
を
す
る
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
不
法
行
為
に
よ
り
、
Ａ
会
社
が
牛
肉
偽
装
事
件
を
発
生
さ
せ
、

解
散
に
至
っ
た
、
③
Ｙ１
会
社
は
、
そ
の
取
締
役
ら
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
民
法
四
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
Ａ
会
社
の
取
締
役
ら
の
不

法
行
為
に
つ
い
て
民
法
七
一
五
条
一
項
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
Ａ
会
社
の
利
益
よ
り
も
Ｙ１
会
社
の
利
益
を
重
視
し
て
管
理
・
運
営
し

た
か
ら
信
義
・
公
平
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
な
ど
と
主
張
し
て
、
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
所
有
す
る
Ａ

会
社
の
株
式
が
無
価
値
化
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

原
審
（
東
京
地
判
平
成
一
六
・
六
・
八
判
例
集
未
搭
載
）
は
、
Ｘ
の
主
張
を
い
ず
れ
も
退
け
た
た
め
、
Ｘ
控
訴
。
Ｘ
は
、
控
訴
審
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に
お
い
て
、
公
益
の
た
め
に
行
動
を
起
こ
す
株
主
が
い
な
い
場
合
に
は
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
が
、
そ
の
責
任
を
免
れ
る
危

険
が
あ
る
た
め
、
株
主
は
、
会
社
の
業
績
悪
化
に
よ
る
株
価
下
落
に
つ
い
て
、
直
接
取
締
役
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
ま
た
、
商
法
二
六
六
条
の
三
は
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
限
定
す
る
規
定
で
は
な
い
な
ど
、
い
く
つ
か
の

点
を
追
加
主
張
し
て
い
る
。

【
判
旨
】

控
訴
棄
却

Ｙ５
な
い
し
Ｙ７
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
そ
の
責
任
を
否
定
し
た
。

「
株
式
が
証
券
取
引
所
な
ど
に
上
場
さ
れ
公
開
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
公
開
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
の
業
績
が
取
締
役
の
過
失
に

よ
り
悪
化
し
て
株
価
が
下
落
す
る
な
ど
、
全
株
主
が
平
等
に
不
利
益
を
受
け
た
場
合
、
株
主
が
取
締
役
に
対
し
そ
の
責
任
を
追
及
す

る
た
め
に
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
商
法
二
六
七
条
（
平
成
一
七
年
法
律
第
八
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。
以
下
同
じ
。）

(

会
社
八
四
七
条
）
に
定
め
る
会
社
に
代
位
し
て
会
社
に
対
し
損
害
賠
償
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
方
法

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
直
接
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
き
株
主
に
対
し
損
害
賠
償
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
①
上
記
の
場
合
、
会
社
が
損
害
を
回
復
す
れ
ば
株
主
の
損
害
も
回
復
す
る

と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
、
②
仮
に
株
主
代
表
訴
訟
の
ほ
か
に
個
々
の
株
主
に
対
す
る
直
接
の
損
害
賠
償
が
で
き
る
と
す
る
と
、
取

締
役
は
、
会
社
及
び
株
主
に
対
し
、
二
重
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
直

接
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
に
対
す
る
責
任
が
免
責
さ
れ
る
と
す
る
と
、
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て
負
う
法
令
違
反

等
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
総
株
主
の
同
意
を
要
す
る
と
定
め
て
い
る
商
法
二
六
六
条
五
項
（
会
社
四
二
四
条
）
と
矛
盾
し
、
資
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本
維
持
の
原
則
に
も
反
す
る
上
、
会
社
債
権
者
に
劣
後
す
べ
き
株
主
が
債
権
者
に
先
ん
じ
て
会
社
財
産
を
取
得
す
る
結
果
を
招
く
こ

と
に
な
る
ほ
か
、
株
主
相
互
間
で
も
不
平
等
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
株
式
会
社
の
取
締

役
の
株
主
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
商
法
二
六
六
条
（
会
社
四
二
三
条
）
が
会
社
に
対
す
る
責
任
と
し
て
定
め
、
そ
の
責
任
を

実
現
さ
せ
る
方
法
と
し
て
商
法
二
六
七
条
が
株
主
の
代
表
訴
訟
等
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
株
主
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
商
法
二
六
六
条
の
三
（
会
社
四
二
九
条
）
や
民
法
七
〇
九
条
に
よ
り
取
締
役
に
対
し

直
接
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
株
式
が
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
る
な
ど
し
て
公
開
さ
れ
多
数
の
株
主
が
市
場
で
株
式
を
売
買
し
て
い
る
公
開
会
社
に
お

い
て
は
、
株
主
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
い
つ
で
も
自
由
に
市
場
に
お
い
て
株
式
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
取
締

役
の
過
失
に
よ
り
株
式
会
社
の
業
績
が
悪
化
し
て
株
価
が
下
落
し
て
も
、
適
時
に
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
損
失
を
回
避
な
い
し
限
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
株
主
に
個
別
に
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
必
要
も
少
な
い
。
も
っ
と
も
、
株
式
が
公

開
さ
れ
て
い
な
い
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
を
処
分
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
違
法
行
為
を
し
た
取
締
役
と
支

配
株
主
が
同
一
な
い
し
一
体
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
質
上
株
主
代
表
訴
訟
の
遂
行
や
勝
訴
判
決
の
履
行
が
困
難
で
あ
る
な
ど

そ
の
救
済
が
期
待
で
き
な
い
場
合
も
想
定
し
得
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
前
記
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
株

主
は
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
き
取
締
役
に
対
し
直
接
株
価
の
下
落
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
マ
マ－

引
用
者
注
）

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」

Ｙ１
会
社
の
代
表
取
締
役
な
い
し
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ２
な
い
し
Ｙ５
の
責
任
に
つ
い
て
は
、「
本
件
食
中
毒
事
故
に
続
き
、
さ
ら
に
業

績
を
悪
化
さ
せ
る
本
件
牛
肉
偽
装
事
件
が
発
生
す
る
こ
と
ま
で
予
見
し
得
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
Ａ
会
社
の
解
散
は

適
法
な
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
株
主
自
治
の
原
則
に
照
ら
し
、
こ
れ
を
不
法
行
為
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
か
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ら
、
本
件
食
中
毒
事
故
と
Ａ
会
社
の
経
営
状
態
の
急
激
な
悪
化
に
よ
る
解
散
な
い
し
株
価
の
下
落
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ

る
と
は
直
ち
に
い
え
な
い
」
と
し
て
、
責
任
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｙ１
会
社
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
Ｙ２
な
い
し
Ｙ７
が
不
法
行
為
責

任
を
負
わ
な
い
以
上
、
Ｙ１
会
社
が
民
法
四
四
条
ま
た
は
民
法
七
一
五
条
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
し
、
支
配
株
主
と

し
て
の
責
任
に
つ
い
て
は
、「
支
配
株
主
が
取
締
役
等
に
違
法
な
働
き
か
け
を
し
た
結
果
、
当
該
取
締
役
等
が
違
法
な
業
務
の
執
行

を
す
る
な
ど
し
た
場
合
に
初
め
て
支
配
株
主
の
不
法
行
為
責
任
は
生
じ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る

に
足
る
的
確
な
証
拠
は
な
い
と
し
て
、
Ｙ１
会
社
の
責
任
を
否
定
し
た
。

【
研
究
】

一

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
、
会
社
財
産
の
減
少
に
よ
る
株
式
の
無
価
値
化
と
い
う
損
害
（
い
わ
ゆ
る
間
接
損
害
）
を
被
っ
た
株
主
は
、
取
締
役
に

対
し
て
直
接
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
従
来
か
ら
議
論
の
あ
っ
た
争
点
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
高
裁
レ

ベ
ル
で
の
初
め
て
の
判
決
で
あ
る
。

本
件
に
お
け
る
原
告
・
控
訴
人
は
、
取
締
役
に
対
し
て
一
般
不
法
行
為
（
民
法
七
〇
九
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、「
原
告
は
、
取
締
役
の
不
法
行
為
が
直
接
株
主
の
財
産
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
構
成
を
選
択
し
て
い
る
の

で
あ
り｣

、
要
件
の
違
う
会
社
法
四
二
九
条
を
持
ち
出
し
て
一
般
不
法
行
為
を
門
前
払
い
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
見
解
も
あ
る
。

(

�)

し

か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
般
不
法
行
為
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
取
締
役
が
株
主
に
賠
償
し
て
も
会
社
に
対
す
る
責

任
が
残
る
と
す
れ
ば
、
取
締
役
は
二
重
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
、
取
締
役
の
責
任
免
除
に
は
原
則
と
し
て
総
株
主

の
同
意
が
必
要
で
あ
る
旨
の
規
定
（
会
社
法
四
二
四
条
）
と
の
抵
触
問
題
や
、
債
権
者
に
劣
後
す
べ
き
株
主
が
会
社
債
権
を
割
取
す
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る
こ
と
に
な
る
と
い
う
資
本
維
持
原
則
に
関
係
す
る
問
題
は
、
同
様
に
生
じ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
不
法
行
為
と
い
う
構
成
を
と

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
す
っ
き
り
と
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

�)
会
社
法
四
二
九
条
に
関
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
最
大
判
昭
和
四
四
・
一
一
・
二
六
民
集
二

三
巻
一
一
号
二
一
五
〇
頁
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
同
判
決
で
は
、
①
本
条
の
責
任
の
性
質
を
法
定
責
任
で
あ
る
と

し
、
②
一
般
不
法
行
為
と
の
競
合
を
認
め
、
③
悪
意
・
重
過
失
は
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
任
務
懈
怠
に
つ
い
て
存
す
れ
ば
よ
く
、

④
第
三
者
の
損
害
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
直
接
損
害
と
間
接
損
害
の
双
方
を
包
含
す
る
と
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
最
判

の
立
場
を
所
与
の
も
の
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
株
主
が
第
三
者
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
最
判

で
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
学
説
上
で
も
議
論
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
会
社
財
産
の
減
少
に
よ
る
株
式
価
値
の
低
下
と
い
う
間
接
損
害
を
株
主
が
直
接
取
締
役
に
対
し
て
請
求
で
き
る
か
と

い
う
問
題
点
を
中
心
に
、
本
件
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

二

株
主
の
第
三
者
性

１

学
説

会
社
法
四
二
九
条
に
い
う
「
第
三
者
」
に
株
主
が
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
比
較
的

多
数
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
株
主
が
そ
の
間
接
損
害
に
つ
い
て
、
本
条
に
よ
り
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
関

し
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
説
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
株
主
の
間
接
損
害
は
本
条
に
よ

ら
ず
、
株
主
代
表
訴
訟
に
よ
り
救
済
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る
。

(

�)

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
会
社
の
損
害

が
回
復
す
れ
ば
、
株
主
の
損
害
も
回
復
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
、
②
取
締
役
が
株
主
に
賠
償
し
て
も
会
社
に
対
す
る
責
任
が
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残
る
な
ら
、
取
締
役
は
二
重
の
責
任
を
負
う
結
果
に
な
る
こ
と
、
③
株
主
に
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
に
対
す
る
責
任
が
そ
の
分

だ
け
減
少
す
る
と
解
す
る
な
ら
、
責
任
の
免
除
に
総
株
主
の
同
意
が
必
要
な
こ
と
と
矛
盾
し
、
損
害
賠
償
債
権
と
い
う
会
社
財
産
を

株
主
が
割
取
す
る
結
果
と
な
り
、
資
本
維
持
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
株
主
は
、
間
接
損
害
に
つ
い
て
も
、
本
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る
と
の
有
力
説
も
主
張
さ
れ
て
い

る
。
有
力
説
は
、
法
文
上
、
第
三
者
に
は
制
限
は
な
く
、
株
主
に
も
本
条
の
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
取
締
役
の
責
任
強
化
と
い
う
立

法
趣
旨
と
も
合
致
す
る
こ
と
、
代
表
訴
訟
に
は
提
訴
資
格
や
担
保
提
供
な
ど
の
要
件
で
株
主
に
と
っ
て
は
利
用
す
る
の
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、

(

�)

株
主
の
直
接
請
求
が
拒
ま
れ
た
あ
と
に
会
社
や
株
主
が
取
締
役
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
、
代
表

訴
訟
を
提
起
し
て
も
敗
訴
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
多
数
説
の
論
拠
に
よ
る
と
加
害
者
で
あ
る
取
締
役
の
利
益
を
重
視
し
す
ぎ
て
不
当

で
あ
る
、
と
い
っ
た
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
有
力
説
は
、
株
主
が
取
締
役
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合

に
、
取
締
役
に
ず
る
い
抗
弁
を
許
す
こ
と
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
株
主
代
表
訴
訟
は
、
株
主
の
い
わ
ば
善
意
、
義
侠
心
に
基
づ
い
て

動
く
制
度
で
あ
り
、
間
接
損
害
の
賠
償
請
求
を
受
け
て
い
る
取
締
役
が
原
告
株
主
に
対
し
、
原
告
が
義
侠
心
を
発
揮
し
て
他
の
株
主

の
面
倒
も
見
よ
う
と
し
な
い
限
り
、
原
告
の
訴
え
に
取
り
合
わ
な
い
と
い
っ
た
り
、
裁
判
所
が
そ
れ
は
も
っ
と
も
だ
と
い
う
の
は
、

い
か
に
も
お
か
し
い
と
の
理
由
で
、
多
数
説
を
批
判
し
て
い
る
。

(

�)

ま
た
、
最
近
で
は
、
有
力
説
の
立
場
か
ら
、
上
場
会
社
の
株
主
の

多
く
が
投
資
家
と
し
て
行
動
し
て
い
る
た
め
に
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
期
待
し
難
い
こ
と
を
理
由
に
、
代
表
訴
訟
に
よ

る
解
決
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(

�
ａ)

２

裁
判
例

こ
れ
ま
で
、
会
社
法
四
二
九
条
に
い
う
「
第
三
者
」
に
株
主
が
含
ま
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
は
、
後
述
の
必
要
な
決
議
を
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欠
く
新
株
の
有
利
発
行
の
事
例
を
除
く
と
、
地
裁
レ
ベ
ル
で
三
件
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
①
東
京
地
判
昭
和
四
三
・
八
・
二
六
判
タ
二

二
九
号
二
七
六
頁
、
②
福
岡
地
判
昭
和
六
二
・
一
〇
・
二
八
判
時
一
二
八
七
号
一
四
八
頁

(

�)

、
③
東
京
地
決
平
成
八
・
六
・
二
〇
判
時

一
五
七
八
号
一
三
一
頁
、

(

�)

が
こ
れ
で
あ
る
。
①
事
件
の
事
案
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
取
締
役
の
違
法
な
業
務
執
行
に
よ
り
会
社
資

本
の
減
少
が
生
じ
た
事
例
の
よ
う
で
あ
る
。
②
事
件
で
は
、
会
社
の
代
表
取
締
役
で
か
つ
大
株
主
（
発
行
済
株
式
総
数
五
〇
〇
株
の

う
ち
三
七
七
株
を
有
す
る
株
主
）
で
も
あ
る
者
が
、
自
己
が
実
質
的
に
支
配
す
る
他
の
会
社
に
対
し
て
、
会
社
所
有
の
土
地
を
不
当

に
安
い
賃
料
で
賃
貸
し
て
い
た
と
い
う
場
合
に
、
会
社
は
適
正
な
賃
料
が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
賃
料
収
入
相
当

額
の
損
害
を
被
り
、
そ
の
結
果
、
株
主
が
配
当
受
領
可
能
額
相
当
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
会
社
の
少
数
株
主
が
代
表
取
締
役
に

対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
③
事
件
は
、
同
族
会
社
の
大
株
主
で
あ
っ
た
原
告
ら
が
、
他
の
会
社
に
株
式

を
譲
渡
し
た
後
、
当
該
他
の
会
社
が
倒
産
し
た
結
果
譲
渡
代
金
の
一
部
が
支
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
破
産
法
五
九
条

に
よ
り
、
他
の
会
社
の
破
産
管
財
人
に
対
し
て
株
券
の
引
渡
し
を
請
求
し
、
同
時
に
、
株
式
譲
渡
後
に
代
表
取
締
役
と
な
っ
た
被
告

に
対
し
て
、
被
告
の
業
務
執
行
に
よ
り
会
社
財
産
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
持
分
価
値
低
下
分
の
損
害
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

①
お
よ
び
③
事
件
に
お
い
て
は
、
本
件
判
旨
お
よ
び
学
説
の
多
数
説
が
示
す
論
拠
と
同
様
の
立
場
か
ら
、
株
主
に
よ
る
取
締
役
に
対

す
る
直
接
の
損
害
賠
償
請
求
を
否
定
し
て
お
り
、
他
方
、
②
事
件
に
お
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
、
こ
の
種
の
事
案
に
お
け
る
株
主

代
表
訴
訟
の
有
用
性
を
肯
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
会
社
の
実
体
や
沿
革
等
か
ら
、
株
主
が
取
締
役
に
対
し
て
代
表
訴
訟
を
通
じ
て
責

任
追
及
を
し
た
と
し
て
も
、
会
社
を
現
実
に
支
配
し
て
い
る
代
表
取
締
役
が
、
少
数
株
主
が
現
実
に
損
害
を
回
復
す
る
に
つ
い
て
あ

ら
ゆ
る
方
策
を
用
い
て
こ
れ
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
結
果
と
し
て
会
社
法
四
二
九
条

に
基
づ
く
直
接
請
求
を
肯
定
し
て
い
る
。

以
上
の
下
級
審
裁
判
例
を
見
る
限
り
、
会
社
財
産
の
減
少
に
よ
り
株
主
が
持
株
価
値
の
低
下
と
い
う
形
で
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
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は
、
原
則
と
し
て
は
、
会
社
法
四
二
九
条
に
基
づ
い
て
取
締
役
に
対
し
て
直
接
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
例
外
的
に
、
大
株
主
と

代
表
取
締
役
が
同
一
人
物
で
あ
っ
て
、
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
が
回
復
し
て
も
、
加
害
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
等
実
効
性

に
欠
け
る
場
合
に
は
、
直
接
請
求
も
認
め
ら
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
後
に
見
る
よ
う

に
同
様
の
理
論
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
は
方
向
性
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３

検
討

本
判
決
は
、
基
本
的
に
、
上
記
の
多
数
説
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
の
間
接
損
害
に
つ
い
て
は
、
代
表
訴

訟
に
よ
り
そ
の
回
復
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
も
、
ほ
ぼ
同
じ
で
、
①
会
社
の
損
害
が
回
復
す
れ
ば
株

主
の
損
害
も
回
復
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
、
②
株
主
の
直
接
請
求
を
認
め
る
と
、
取
締
役
は
、
会
社
お
よ
び
株
主
に
対
し
て

二
重
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
③
二
重
責
任
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
直
接
そ
の
損
害
を
賠

償
す
れ
ば
そ
の
分
だ
け
会
社
に
対
す
る
責
任
が
免
除
さ
れ
る
と
す
る
と
、
責
任
免
除
に
総
株
主
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
定
め
る
会

社
法
四
二
四
条
の
規
定
と
矛
盾
し
、
資
本
維
持
原
則
に
も
反
す
る
こ
と
、
④
会
社
債
権
者
に
劣
後
す
べ
き
株
主
が
債
権
者
に
先
ん
じ

て
会
社
財
産
を
取
得
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
こ
と
、
⑤
株
主
相
互
間
で
も
不
平
等
を
生
じ
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
既
述
の
有
力
説
の
見
解
は
、
以
上
の
多
数
説
の
立
場
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
有
力
説
が
主
張
す

る
論
拠
は
、
必
ず
し
も
多
数
説
を
批
判
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
有
力
説
の
解
く
と
こ
ろ
は
、
大
要
、
株
主
代

表
訴
訟
制
度
自
体
の
問
題
点
、
お
よ
び
取
締
役
の
責
任
強
化
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
自
体
の
問

題
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
商
法
改
正
に
よ
っ
て
費
用
そ
の
他
の
面
で
一
定
の
手
当
て
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
で

あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
取
締
役
の
責
任
強
化
と
い
う
側
面
は
、
確
か
に
二
重
の
責
任
を
取
締
役
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
そ
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の
趣
旨
に
合
致
し
よ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
よ
う
な
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
を
有
し
て
い
な
い
わ
が
国
に
あ
っ
て
、
取
締
役

の
二
重
責
任
を
認
め
る
制
度
的
根
拠
を
何
に
求
め
る
か
に
疑
問
が
存
す
る
。

(

�)
し
か
し
、
多
数
説
の
論
拠
が
現
在
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

会
社
法
四
二
四
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
商
法
改
正
に
よ
り
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
り
、
事
後
的
に
取
締
役

の
任
務
懈
怠
責
任
を
一
部
免
除
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
同
改
正
に
よ
り
、
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
和
解
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
多
数
説
の
い
う
会
社
法
四
二
四
条
と
の
矛
盾
と
い
う
論
拠
は
多
少
説
得
力
を
欠

く
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

(

�)

ま
た
、
本
判
決
が
、｢

株
主
は
、
…
…
い
つ
で
も
自
由
に
市
場
に
お
い
て
株
式
を
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
…
…
適
時
に
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
損
失
を
回
避
な
い
し
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
述
べ
て
い
る
点
を

捉
え
て
、
株
主
は
株
価
下
落
時
点
以
後
に
お
い
て
し
か
そ
の
有
す
る
株
式
を
売
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
損
失
の
一
部
し
か

回
避
で
き
な
い
と
か
、
株
式
を
適
時
に
売
却
す
れ
ば
、
代
表
訴
訟
に
よ
る
会
社
の
損
害
回
復
に
よ
る
利
益
を
享
受
で
き
ず
、
株
主
代

表
訴
訟
の
提
起
す
ら
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�
ａ)

確
か
に
、
正
当
な
指
摘
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
有
力
説
を

支
持
し
得
な
い
の
は
、
有
力
説
に
よ
っ
て
は
、
多
数
説
の
そ
の
他
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
、
責
任
を
追
及
す
る
株
主
と
そ
の
他
の
株
主

と
の
不
平
等
と
い
う
点
、
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
権
と
い
う
会
社
財
産
を
株
主
が
割
取
す
る
こ
と
と
な
る
点
、
取
締
役
の
二

重
責
任
の
問
題
、
を
理
論
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
説
に
依
拠
し
た
本
判
決
は
、
基

本
的
に
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
原
則
論
に
続
け
て
、
本
判
決
は
、
公
開
会
社
と
閉
鎖
会
社
と
の
対
比
に
お
い
て
、
株
主
の
被
る
間
接
損
害
に
対
す
る
救
済

に
つ
き
、
実
質
的
な
利
益
衡
量
を
行
っ
て
い
る
。
判
旨
の
解
く
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。
上
場
会
社
の
株
主
は
、
特
段
の
事
情
の
な

い
限
り
、
い
つ
で
も
自
由
に
そ
の
有
す
る
株
式
を
処
分
で
き
る
が
、
株
式
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
閉
鎖
会
社
の
株
主
は
、
所
有
株
式
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を
処
分
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
特
に
、
違
法
行
為
を
し
た
取
締
役
と
支
配
株
主
が
同
一
ま
た
は
一
体
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
代
表
訴
訟
の
遂
行
も
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
勝
訴
判
決
を
履
行
す
る
に
も
困
難
が
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
取
締
役
に
対
し
て
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
直
接
請
求
も
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
。こ

の
論
旨
は
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
は
基
本
的
に
正
当
で
あ
る
と
し
て
是
認
で
き
る
が
、
一
つ
の
疑
問
点
が
あ
る
。
上
場
会
社

の
論
旨
の
中
で
、
特
段
の
事
情
に
関
す
る
も
の
と
し
て
閉
鎖
会
社
に
関
す
る
論
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
段
の
事
情
が
上

場
会
社
と
の
関
係
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
筋
は
通
る
の
で
あ
る
が
、
対
立
す
る
会
社
類
型
で
あ
る
閉
鎖
会
社
を
持
ち
出
し

て
、
そ
れ
が
「
特
段
の
事
情
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
何
ら
の
説
得
力
も
持
た
な
い
。
む
し
ろ
、
適
時
に
大
量
の
株
式
を
売
却
す

る
の
に
困
難
を
伴
う
よ
う
な
実
質
的
な
事
情
を
特
段
の
事
情
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

た
だ
し
、
本
判
決
で
は
、
控
訴
人
が

有
す
る
Ａ
会
社
株
式
が
五
五
万
八
三
二
二
株
と
大
量
で
あ
り
、
市
場
に
お
け
る
一
日
の
出
来
高
を
考
慮
す
れ
ば
、
値
崩
れ
を
起
こ
さ

ず
に
売
却
処
分
す
る
こ
と
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
と
の
事
情
は
、
本
件
食
中
毒
事
件
の
発
生
後
Ａ
会
社
の
解
散
ま
で
一
年
一
〇
ヶ

月
近
く
も
あ
り
、
ま
た
本
件
食
肉
偽
装
事
件
が
発
覚
し
た
時
点
か
ら
も
三
ヶ
月
近
く
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
別
訴
で
代
表
訴
訟
も
提

起
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
て
、
特
段
の
事
情
に
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る
。

他
方
、
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
が
そ
の
有
す
る
株
式
を
譲
渡
す
る
の
に
は
困
難
を
伴
う
。
し
か
も
、
取
締
役
の
違
法
行
為

に
よ
り
そ
の
持
分
価
値
が
下
落
し
た
と
し
て
代
表
訴
訟
を
提
起
し
、
勝
訴
判
決
を
得
た
と
し
て
も
、
違
法
行
為
を
し
た
取
締
役
が
大

株
主
で
も
あ
る
場
合
に
は
、
加
害
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
結
果
、
当
該
勝
訴
判
決
は
少
数
派
株
主
の
救
済
と
い
う
点
で
は
何
の
意
味

も
持
た
な
い
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
株
主
に
よ
る
違
法
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
に
対
す
る
直
接
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
上
場
企
業
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
取
締
役
に
対
す
る
直
接
請
求
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
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は
な
い
。

(

�)

三

必
要
な
決
議
を
欠
く
新
株
の
有
利
発
行
の
場
合
と
の
整
合
性

(

�)

本
判
決
の
よ
う
に
、
株
主
が
取
締
役
に
対
し
て
、
そ
の
有
す
る
株
式
の
持
分
価
値
が
低
下
し
た
と
し
て
、
直
接
損
害
賠
償
請
求
を

す
る
事
案
は
、
新
株
の
有
利
発
行
の
局
面
で
も
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
裁
判
例
と
し
て
は
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
新
株
の
発
行
を

伴
わ
な
い
違
法
行
為
に
よ
る
会
社
財
産
の
減
少
の
ケ
ー
ス
よ
り
は
、
数
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
①
東
京
地
判
昭
和
五
六
・
六
・
一
二

判
時
一
〇
二
三
号
一
一
六
頁

(
�)

、
②
大
阪
地
判
昭
和
六
一
・
三
・
五
お
よ
び
大
阪
高
判
昭
和
六
三
・
八
・
九
（
判
例
集
未
搭
載
）

(

�)

、
③

京
都
地
判
平
成
四
・
八
・
五
判
時
一
四
四
〇
号
一
二
九
頁
、

(

�)

④
東
京
地
判
平
成
四
・
九
・
一
判
時
一
四
六
三
号
一
五
四
頁
、

(

�)

⑤
千
葉

地
判
平
成
八
・
八
・
二
八
判
時
一
五
九
一
号
一
一
三
頁

(

�)

、
⑥
東
京
地
判
平
成
九
・
九
・
一
七
判
時
一
六
四
〇
号
一
六
〇
頁

(

�)

、
⑦
大
阪

高
判
平
成
一
一
・
六
・
一
七
判
時
一
七
一
七
号
一
四
四
頁

(

	)

が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
⑧
東
京
地
判
平
成
一
二
・
七
・
二
七
判
タ
一
〇

五
六
号
二
四
六
頁
は

(


)

、
株
主
が
代
表
訴
訟
に
よ
り
取
締
役
の
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
あ
り
、
前
記
①
か
ら
⑦
ま
で
の
裁
判
例
と
同

一
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
う
ち
、
②
お
よ
び
⑥
の
両
判
決
を
除
く
五
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
株
主
に

よ
る
直
接
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、
⑧
判
決
で
は
、
代
表
訴
訟
に
よ
る
責
任
追
及
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。）。
こ
れ
は
、
取

締
役
の
放
漫
経
営
に
よ
り
会
社
財
産
が
減
少
す
る
こ
と
で
株
主
の
持
株
価
値
が
低
下
し
た
場
合
（
本
件
の
よ
う
な
場
合
）
よ
り
も
、

必
要
な
決
議
を
経
な
い
で
新
株
が
有
利
発
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
株
式
数
が
水
増
し
さ
れ
た
場
合
の
損
害
の
方
が
、
株
主
に
と
っ
て

は
よ
り
直
接
的
な
損
害
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
と
の
指
摘

(

�)

に
沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

前
記
の
株
主
か
ら
の
直
接
請
求
を
（
一
部
）
認
容
し
た
裁
判
例
は
、
理
論
構
成
、
適
用
法
条
、
損
害
の
算
定
方
法
等
、
一
様
で
な

い
も
の
も
多
い
が
、
実
際
の
（
特
に
有
利
な
）
発
行
価
額
と
本
来
会
社
に
払
い
込
ま
れ
る
べ
き
公
正
な
発
行
価
額
と
の
差
額
を
損
害
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と
見
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
正
な
価
額
で
発
行
し
て
い
れ
ば
会
社
に
払
い
込

ま
れ
た
は
ず
の
資
産
が
、
現
実
に
は
払
い
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
株
主
の
持
分
価
値
が
希
釈
化
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
間
接
損
害
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
新
株
の
有
利
発
行
の
ケ
ー
ス
で
は
、
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
学
説
も
あ
る
。

(

�)

こ
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
新
株
の
有
利
発
行
の
局
面
で
の
株
主
の
持
分
価
値
の
低
下
と
い
う
損
害
は
、
既
存
株
主
の
み
に
生
じ
る
直
接
損
害
で
あ
る

と
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
株
主
の
持
株
価
値
の
低
下
に
よ
る
損
害
賠
償
と
い
う
類
似
の
局
面
で
あ
り
な
が
ら
、
本
判
決
の
よ
う

な
事
案
と
は
そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
は
、
会
社
が
資
金
調
達
を
す
る
場
合
に
は
、
常

に
ま
ず
調
達
金
額
を
設
定
し
て
か
ら
、
株
式
数
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
通
常
の
資
金
調
達

の
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
会
社
支
配
権
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
調
達
金
額
よ
り
も
発
行
す
る
株
式
数
の
方
が

重
要
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
本
文
で
掲
げ
た
裁
判
例
や
こ
れ
ま
で
新
株
の
有
利
発
行
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
の

多
く
で
、
不
公
正
発
行
も
同
時
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
会

社
支
配
権
の
争
奪
の
局
面
に
お
け
る
新
株
の
有
利
発
行
に
よ
る
株
主
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
該
株
式
が
市
場
性
を
有
す
る
限
り
、

こ
れ
を
間
接
損
害
と
捉
え
て
も
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
会
社
支
配
権
の
争
奪
と
は
無
関
係
な
局
面
で
有
利
発
行
が

行
わ
れ
る
場
合
に

(

�)

は
、
ま
さ
に
財
務
論
的
な
視
点
か
ら
は
、
ま
ず
調
達
す
べ
き
資
金
額
が
先
に
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
に
株
式
数
が
決

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
会
社
に
は
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
と
見
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は

な
い
。

(

�)

た
だ
し
、
会
社
に
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
取
締
役
と
通
謀
し
て
著
し
く
不
公
正
な
払
込
金
額
で
引

き
受
け
た
者
が
公
正
な
価
額
と
の
差
額
を
会
社
に
支
払
う
義
務
（
会
社
二
一
三
条
一
項
一
号
）
と
い
か
に
整
合
性
を
保
つ
か
が
問
題

と
な
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
放
漫
経
営
の
場
合
で
あ
れ
、
有
利
発
行
の
場
合
で
あ
れ
、
取
締
役
の
違
法
な
行
為
に
よ

り
す
べ
て
の
株
主
が
平
等
に
不
利
益
を
受
け
た
と
い
う
点
に
変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
、
株
式
に
市
場
性
の
あ
る
会
社
と
株
式
の
自
由

譲
渡
性
に
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
会
社
と
で
区
別
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
両
者
は
類
似
し
て

い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
に
お
け
る
法
的
処
理
を
同
一
の
規
律
に
服
せ
し
め
る
こ
と
に
も
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
株
主
数
が
多
く
、
そ
の
有
す
る
株
式
に
市
場
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
株
式
の
処
分
が
自
由
で
あ
る
よ
う
な
会
社
に

お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
に
よ
る
会
社
を
媒
介
と
し
た
解
決
を
図
り
、
他
方
で
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
に

よ
る
解
決
を
基
本
線
と
し
つ
つ
も
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
と
支
配
株
主
が
同
一
ま
た
は
一
体
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
少

数
株
主
の
救
済
の
実
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
例
外
的
に
取
締
役
に
対
す
る
直
接
請
求
を
認
め
る
と
い
う
解
決
が
、
基
本
的
な
方
向

性
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
�)

四

結
び
に
か
え
て

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
上
場
会
社
の
よ
う
に
株
主
数
が
多
く
、
市
場
性
の
あ
る
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社

に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
の
違
法
行
為
に
よ
り
す
べ
て
の
株
主
が
平
等
に
持
株
価
値
の
低
下
と
い
う
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

損
害
は
株
主
代
表
訴
訟
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
旨
判
示
し
て
お
り
、
そ
の
方
向
性
は
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
件

の
よ
う
な
上
場
会
社
が
、
取
締
役
の
違
法
行
為
に
よ
り
上
場
廃
止
へ
と
追
い
込
ま
れ
、
株
主
が
そ
の
保
有
す
る
株
式
を
換
価
す
る
こ

と
に
困
難
を
伴
う
状
況
と
な
っ
た
と
き
、
株
主
が
違
法
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
に
対
し
て
直
接
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
い
と
思
う
気

持
ち
は
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
。
会
社
が
な
お
存
続
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
も
株
主
代
表
訴
訟
を
通
じ
て
、
会
社
に
幾
ば
く
か
の

損
害
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
会
社
債
権
者
へ
の
配
当
財
産
と
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
株
主
に
残
余
財
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産
の
分
配
は
望
め
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
取
締
役
個
人
に
対
し
て
直
接
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
、
証
券
取
引

法
に
基
づ
く
請
求
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
会
社
法
（
ま
た
は
民
法
）
に
基
づ
く
請
求
の
場
合
に
は
、
理
論
的
に
困
難
な
面
が
多
い
と

思
わ
れ
る

(
�)

。

(

�)

近
衞
大
「
本
件
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
二
一
六
号
四
〜
五
頁
。

(

�)

福
島
洋
尚
「
業
績
悪
化
に
よ
る
株
式
の
無
価
値
化
と
取
締
役
の
責
任

雪
印
食
品
事
件

」
金
融
・
商
事
判
例
一
二
二
〇
号
一

頁
。
ま
た
、
鳥
山
恭
一
「
本
件
判
批
」
法
セ
ミ
六
〇
七
号
一
二
二
頁
は
、
判
旨
の
理
由
付
け
は
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
間
接
損
害
を
論
じ

る
場
合
に
持
ち
出
す
も
の
で
、
一
般
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
を
同
列
に
掲
げ
て
両
法
条
を
同
じ
理
由
で
い
ず
れ
の
責
任
も
否
定
し
た
点

に
は
疑
問
が
残
る
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
会
社
財
産
の
減
少
に
よ
る
株
式
価
値
の
低
下
と
い
う
損
害
が
、
取
締
役
の
直
接
の
加
害
行

為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

(

�)

本
判
決
の
評
釈
・
解
説
と
し
て
、
野
口
恵
三
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
〇
七
号
四
九
頁
、
近
衞
・
前
掲
（
注(

�)

）
二
頁
、
菊
地
雄
介

「
判
批
」
受
験
新
報
二
〇
〇
五
年
五
月
号
一
四
頁
、
福
島
・
前
掲
（
注(

�)

）
一
頁
、
鳥
山
・
前
掲
（
注(

�)

）
一
二
二
頁
、
藤
原
俊
雄

「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
二
二
四
号
五
六
頁
、
大
塚
和
成
＝
西
本
強
「
判
批
」
銀
行
法
務
二
一

六
五
八
号
九
七
頁
が
あ
る
。
な
お
、

本
件
は
、
支
配
会
社
と
し
て
の
Ｙ１
会
社
の
責
任
、
支
配
会
社
取
締
役
の
責
任
等
、
結
合
企
業
法
の
視
点
か
ら
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い

論
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
本
評
釈
で
は
割
愛
す
る
。

(

�)

株
主
を
第
三
者
に
含
め
た
上
で
、
間
接
損
害
に
つ
い
て
は
会
社
法
四
二
九
条
に
よ
る
請
求
を
認
め
な
い
と
す
る
説
や
、
株
主
は
第
三

者
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
直
接
損
害
に
つ
い
て
の
み
会
社
法
四
二
九
条
に
よ
る
請
求
を
認
め
る
と
す
る
説
が
あ
り
、
軌
を
一
に
し
な
い
。

(

�)

龍
田
節
『
新
版
注
釈
会
社
法
�
』
三
二
二
頁
（
一
九
八
七
年
・
有
斐
閣)

、
河
本
一
郎
「
商
法
二
六
六
条
ノ
三
第
一
項
の
「
第
三
者
」

と
株
主
」
服
部
榮
三
先
生
古
稀
記
念
『
商
法
学
に
お
け
る
論
争
と
省
察
』
二
四
九
頁
（
一
九
九
〇
年
・
商
事
法
務
研
究
会)

。

(

�)

田
中
誠
二
『
三
全
訂
会
社
法
詳
論
上
巻
』
六
八
三
頁
（
一
九
九
三
年
・
勁
草
書
房)

。

業績悪化による保有株式の無価値化と取締役の第三者に対する責任

73



( 74 )

(

�)

竹
内
昭
夫
「
取
締
役
の
責
任
と
代
表
訴
訟
」『

会
社
法
の
理
論
Ⅲ
』
所
収
二
八
八
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
・
有
斐
閣)

。

(
�
ａ)

黒
沼
悦
郎

｢

取
締
役
の
投
資
家
に
対
す
る
責
任｣

商
事
法
務
一
七
四
〇
号
二
一
頁

(

二
〇
〇
五
年)

。

(
�)
評
釈
と
し
て
、
佐
賀
義
史
「
判
批
」
判
タ
七
〇
六
号
二
三
〇
頁
、
高
橋
英
治
「
判
批
」
法
学
五
四
巻
四
号
二
〇
五
頁
（
一
九
九
〇
年)

、

吉
本
健
一
「
判
批
」
商
事
法
務
一
二
五
六
号
二
五
頁
、
鈴
木
千
佳
子
「
判
批
」
法
学
研
究
六
七
巻
一
号
一
一
八
頁
（
一
九
九
四
年)

。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
山
部
俊
文
「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
二
六
号
五
〇
頁
、
坂
倉
充
信
「
判
批
」
判
タ
九
七
八
号
一
六
〇
頁
。

(

�)

龍
田
・
前
掲
（
注(

�)

）
三
二
二
頁
。

(

�)

福
島
洋
尚
「
新
株
の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任

会
社
支
配
争
奪
の
局
面
を
中
心
に

」
南
山
法
学
二
二
巻
一
号
一
三
頁

（
一
九
九
八
年)

。
川
島
い
づ
み｢

取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
に
お
け
る『

第
三
者』｣

立
命
館
法
学
三
〇
二
号
四
三
七
頁(

二
〇
〇
六
年)

。

松
井
秀
征
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
五
号
一
七
四
頁
は
、
新
株
の
有
利
発
行
の
局
面
で
は
あ
る
が
、
取
締
役
の
二
重
払
い
の
危
険
は
、

違
法
な
新
株
発
行
を
敢
え
て
行
っ
た
こ
と
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン

ド
会
社
法
（
第
一
〇
版)

』
二
二
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
・
有
斐
閣
）
は
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
し
て
も
、
会
社
に
対
す
る

責
任
は
縮
減
し
な
い
と
す
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
福
島
・
前
掲
（
注(

�)

）
一
頁
、
川
島
・
前
掲

(

注(

�))

四
三
七
頁
。

(

�
ａ)

黒
沼
・
前
掲

(

注(

�
ａ))

二
一
頁
。

(

	)

こ
の
点
に
つ
き
、
菊
地
・
前
掲
（
注(


)

）
一
七
頁
は
、「
上
場
会
社
な
ど
で
株
価
下
落
へ
の
自
衛
策
と
し
て
株
式
の
適
時
売
却
を

強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
株
式
の
売
却
タ
イ
ミ
ン
グ
を
掴
む
た
め
の
実
質
的
前
提
と
し
て
情
報
開
示
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
か
ど
う

か
を
特
段
の
事
情
と
し
て
考
慮
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

(

�)

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』
四
五
四－

四
五
五
頁
（
二
〇
〇
六
年
・
有
斐
閣)

。

(

�)

閉
鎖
会
社
に
お
い
て
、
株
主
に
よ
る
取
締
役
に
対
す
る
直
接
請
求
を
認
め
る
場
合
に
は
、
本
文
に
お
い
て
検
討
し
た
多
数
説
の
論
拠

に
対
す
る
問
題
点
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
て
賠
償
し
た
と
し
て
も
会
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社
に
対
す
る
責
任
が
存
続
す
る
な
ら
ば
、
取
締
役
は
二
重
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
、
取
締
役
が
株
主
に
対
し
て
賠
償
す
れ

ば
そ
の
分
だ
け
会
社
に
対
す
る
責
任
が
減
少
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
株
主
が
会
社
財
産
を
割
取
す
る
こ
と
と
な
り
、
会
社
法
四
二
四
条
と
矛

盾
す
る
と
い
う
点
、
で
あ
る
。

(

�)
本
評
釈
で
は
取
り
扱
わ
な
い
が
、
同
様
の
問
題
は
、
合
併
比
率
が
不
公
正
で
あ
る
場
合
に
も
生
じ
る
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
別
府
三
郎
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
五
巻
一
二
号
七
一
頁
、
畠
田
公
明
「
判
批
」
法
政
研
究
五
〇
巻
一
号
一
三
一

頁
（
一
九
八
三
年)
、
今
井
宏
「
判
批
」
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選
四
〇
頁
。

(

�)

こ
の
二
つ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
河
本
・
前
掲
（
注(

�)

）
二
五
四
頁
以
下
参
照
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
春
田
博
「
判
批
」
法
セ
ミ
三
八
巻
七
号
五
四
頁
、
吉
田
直
「
判
批
」
金
判
九
二
三
号
四
二
頁
、
長
野
益
三
「
判
批
」

判
タ
八
五
二
号
一
九
〇
頁
、
南
川
和
範
「
判
批
」
法
学
新
報
一
〇
〇
巻
三
・
四
号
三
五
九
頁
（
一
九
九
四
年)

、
後
藤
幸
康
「
判
批
」
判

タ
八
七
五
号
五
二
頁
、
松
井
・
前
掲
（
注(

�)

）
一
七
二
頁
、
龍
田
節
「
判
批
」
商
事
法
務
一
四
二
五
号
三
五
頁
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
神
谷
高
保
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
八
号
一
一
一
頁
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
福
島
洋
尚
「
判
批
」
金
判
一
〇
二
三
号
四
二
頁
。

(

	)

評
釈
と
し
て
、
吉
田
直
「
判
批
」
金
判
一
〇
五
六
号
五
四
頁
。

(


)

評
釈
と
し
て
、
居
林
次
雄
「
判
批
」
金
判
一
〇
九
六
号
五
四
頁
、
徳
本
穣
「
判
批
」
琉
球
法
学
六
七
号
一
九
五
頁
（
二
〇
〇
二
年)

、

加
藤
貴
仁
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
五
号
九
五
頁
、
岸
田
雅
雄
「
判
批
」
商
事
法
務
一
六
六
五
号
三
七
頁
。
な
お
、
こ
の
判
決
は
、

本
文
③
事
件
の
上
告
審
で
あ
る
最
判
平
成
九
・
九
・
九
判
時
一
六
一
八
号
一
三
八
頁
の
差
戻
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
北
川
徹
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
五
号
二
〇
八
頁
（
二
〇
〇
三
年)

、
伊
藤
靖
史
「
判
批
」
商
事
法
務
一
七
〇

三
号
四
二
頁
（
二
〇
〇
四
年)

。

(

�)

龍
田
・
前
掲
（
注(

�)

）
三
二
二
頁
。

(

)

福
島
・
前
掲
（
注(

�)

）
四
九
頁
以
下
は
、
本
文
⑤
判
決
に
つ
き
、
多
数
説
の
立
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
株
主
の
持
分
価
値
の
低
下
を
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間
接
損
害
と
見
て
、
株
主
に
よ
る
直
接
請
求
を
否
定
す
る
。
た
だ
し
、
福
島
教
授
は
、
後
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
閉
鎖

会
社
の
支
配
争
奪
と
い
う
局
面
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
損
害
の
性
質
を
間
接
損
害
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
株
主
に
よ
る
直
接
請
求

を
肯
定
さ
れ
て
い
る
（
福
島
・
前
掲
（
注(

�)

）
三
四
頁
以
下
。

(

�)
吉
本
健
一
「
新
株
の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任
」
判
評
四
三
九
号
六
頁
（
判
時
一
五
三
四
号
一
五
二
頁)

。
吉
本
教
授
の
見
解
は
、

大
要
次
の
よ
う
で
あ
る
。
会
社
に
一
〇
〇
〇
万
円
の
資
金
需
要
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
一
株
一
〇
〇
〇
円
で
一
万
株
発
行
す
る
の
と

一
株
五
〇
〇
円
で
二
万
株
発
行
す
る
の
と
で
は
、
会
社
に
入
っ
て
く
る
資
金
は
変
わ
ら
な
い
。
変
わ
る
の
は
、
発
行
済
株
式
総
数
で
あ
っ

て
、
一
株
あ
た
り
の
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
会
社
で
は
な
く
株
主
の
利
益
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
有
利
発
行
は

既
存
株
主
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
会
社
の
利
益
を
害
す
る
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
公
正
な
発
行
価
額
で
新
株
が
発

行
さ
れ
た
場
合
と
有
利
発
行
の
場
合
と
で
会
社
財
産
に
変
化
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
に
損
害
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
同
旨
、
加
藤
・
前
掲
（
注(
�)
）
九
七
頁
、
岸
田
・
前
掲
（
注(

�)

）
四
〇
頁
以
下
、
伊
藤
・
前
掲
（
註(

�)

）
四
四
頁
以
下
。
ま

た
、
藤
田
友
敬
「
自
己
株
式
取
得
と
会
社
法
〔
上]

」
商
事
法
務
一
六
一
五
号
一
五
頁
注(

�)

は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
新
株
の
有
利
発

行
の
場
合
に
は
会
社
に
損
害
発
生
し
て
い
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
資
金
調
達
目
的
の
増
資
で
あ
る
限
り
、
当
初
予
定
の
資
金

調
達
額
の
総
額
が
「
あ
る
べ
き
状
態
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。
他
方
、
支
配
権
維
持
の
た
め
の
新
株
発
行
で
は
、
調
達
金
額
の
総

額
で
は
な
く
発
行
株
式
数
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
公
正
な
発
行
価
額
×
発
行
株
式
数
が
「
あ
る
べ
き
状
態
」
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ

て
、(

公
正
な
発
行
価
額－

現
実
の
発
行
価
額
）×
発
行
株
式
数
分
の
損
害
が
会
社
に
対
し
て
発
生
す
る
と
考
え
て
よ
い
と
さ
れ
る
。

(

�)

支
配
権
の
争
奪
や
会
社
内
部
の
内
紛
等
と
無
関
係
に
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
な
い
で
新
株
が
第
三
者
に
対
し
て
有
利
発
行
さ

れ
る
ケ
ー
ス
と
い
う
も
の
が
現
実
に
ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
（
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。
一
般
論
と
し
て
は
、

真
に
業
務
提
携
等
経
営
上
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
し
、
何
も
取
締
役
が
株
主
総
会
決

議
を
無
視
し
て
秘
密
裏
に
新
株
を
発
行
す
る
必
要
性
は
な
い
。
た
だ
し
、
株
式
に
市
場
性
の
な
い
会
社
に
お
い
て
、
意
図
的
に
で
は
な
く
、

新
株
の
発
行
価
額
を
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
算
定
し
た
結
果
、
後
日
特
に
有
利
な
価
額
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
等
、
閉
鎖
会
社
に
お
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い
て
は
特
有
の
問
題
が
あ
り
得
る
。

(
�)

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
株
主
は
会
社
の
逸
失
利
益
と
い
う
消
極
的
損
害
を
被
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
よ
う
な
消
極

的
損
害
が
会
社
法
四
二
三
条
の
意
味
で
の
損
害
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
福
島
・
前
掲
（
注

(

�)
）
三
三
頁
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
も
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
は
あ
る
。
第
一
に
、
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
で
あ
れ
株
主
に
よ
る
直
接
請
求
を

認
め
る
場
合
に
は
、
多
数
説
の
論
拠
で
あ
る
取
締
役
の
二
重
責
任
の
問
題
や
責
任
免
除
に
関
す
る
会
社
法
四
二
四
条
と
の
関
係
の
問
題
を

い
か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
論
拠
は
選
択
的
な
関
係
に
立
ち
、
取
締
役
の
二
重
責
任
を
肯
定

す
べ
き
法
制
度
が
わ
が
国
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
問
題
と
な
る
の
は
責
任
免
除
規
定
と
の
関
係
の
み
と
な
る
が
、
閉
鎖
会
社
に
お

け
る
支
配
権
争
奪
の
局
面
に
お
い
て
は
、
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
株
主
以
外
に
責
任
免
除
に
異
議
を
唱
え
る
者
が
お
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
こ
の
局
面
で
は
責
任
免
除
に
そ
れ
ほ
ど
の
意
義
を
持
た
せ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
福
島
・
前
掲
（
注

(

�)

）
三
五
頁
以
下
。
第
二
に
、
適
用
法
条
の
問
題
で
あ
る
。
例
外
的
に
取
締
役
に
対
し
て
直
接
の
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
を
会
社
法
四
二
九
条
に
基
づ
い
て
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
い
て
行
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
会

社
法
四
二
九
条
が
会
社
債
権
者
の
保
護
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
る
こ
と
、
支
配
争
奪
の
局
面
で
は
会
社
法
四
二
九
条
を
用

い
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
学
説
の
指
摘
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
請
求
の
方
が
問
題
は
少
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
が

（
福
島
・
前
掲
（
注(

�)

）
三
六
頁)

、
株
主
に
よ
る
立
証
の
容
易
さ
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
会
社
法
四
二
九
条
に
よ
る
責
任
追
及
を
認

め
る
こ
と
に
も
一
定
の
合
理
性
は
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
旨
、
阿
部
一
正
ほ
か
『
条
解
・
会
社
法
の
研
究
一
〇
取
締
役
�
』
別
冊

商
事
法
務
二
四
六
号
六
頁
（
二
〇
〇
一
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）(
江
頭
憲
治
郎
発
言)

。

(

�)

取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
は
、
そ
も
そ
も
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
債
務
者
保
護
と
い
う
極
め
て
政
策
的
色
彩
の
強
い
規
定
で
あ

る
。
し
か
も
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
が
法
人
格
否
認
の
法
理
の
代
表
的
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
規
模
な
上
場
企
業
に
お
い
て
は
、
会
社
破
綻
時
に
お
け
る
債
権
者
保
護
は
、
本
来
倒
産
法

業績悪化による保有株式の無価値化と取締役の第三者に対する責任
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制
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
安
易
に
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
の
規
定
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
倒
産
法
制
の
基
本
理
念
と
は
相

容
れ
な
い
と
思
わ
れ
る

(

こ
の
点
の
指
摘
と
し
て
、
川
島
・
前
掲

(

注(

�))

四
三
九
頁)

。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
本
と
す
れ
ば
、

上
場
企
業
に
お
け
る
株
主
の
間
接
損
害
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
代
表
訴
訟
に
よ
る
解
決
策
の
方
が
よ
り
問
題
が
少
な
い
と
思

わ
れ
る
。
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